
●舞鶴曳船株式会社（京都府舞鶴市松陰嶋崎18-7）
曳船作業料金表
１．基本料金　　2025年4月１日より実施

(1) ﾄﾝ 未満 円 円

(2) ﾄﾝ 以上 ﾄﾝ 未満 円 円

(3) ﾄﾝ 以上 ﾄﾝ 未満 円 円

(4) ﾄﾝ 以上 ﾄﾝ 未満 円 円

(5) ﾄﾝ 以上 ﾄﾝ 未満 円 円

(6) ﾄﾝ 以上 ﾄﾝ 未満 円 円

(7) ﾄﾝ 以上 ﾄﾝ 未満 円 円

(8) ﾄﾝ 以上 ﾄﾝ 未満 円 円

(9) ﾄﾝ 以上 ﾄﾝ 未満 円 円

２．割増料金

16時～19時 基本料金の 50％増

19時～22時 基本料金の 60％増

22時～05時 基本料金の 120％増

05時～08時 基本料金の 60％増

12月１日から３月31日までの間に作業をした場合は、基本料金の30％増

海上風速15m/s　波高1.5m以上の場合、基本料金の50％増

舞鶴港、港域外で作業を行った場合は、基本料金の30％増

基本料金の100％増

３．作業料金算出基礎

但し、最初の１時間未満は１時間として計算する
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(1）時間外割増料金

（冬期単価）（通常期単価）
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曳船料金表（タグ１隻、１時間　08時～16時）

(3）最初の１時間を超過した30分又は、その端数毎に基本料金の50％を加算する

基本料金の50％増

(3）冬季割増

(2）休日割増（日曜・祝日・特定休日　12月31日～１月３日）

（総トン数）
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（イ）曳船出動後の取消しは、曳船が基地に係留されるまでの実働時間を曳船料とする

(4）荒天割増

(5）地域外作業割増

(6）海難救助作業割増

(1）基地出発より基地帰着までの往復航及び作業時間とする

(2）曳船出動準備の取消し及び曳船出動後の取消しについて

（ア）作業開始予定６時間以内の取消しは、基本料金の50％相当額をキャンセル料とする

港湾管理者以外の者の料金表（舞鶴港）（2026年４月現在）


